
　吾野保育所　重要事項説明書　  

 

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

 

（２）施設の概要  

 

（３）主な設備の概要  

 

 

 事業者の名称 飯能市

 事業者の所在地 飯能市双柳１－１

 事業者の連絡先 電話　０４２－９７３－２１１１

 代表者氏名 新井　重治

 種別 保育所

 名称 飯能市立吾野保育所

 所在地 飯能市長沢７８－１

 
連絡先

（電話番号）　　０４２－９７８－０００４  

（ＦＡＸ番号）　０４２－９７８－０００４

 施設長氏名 　長嶋　倫子

 開設年月日 　昭和４５年開設　昭和５２年４月現在地に移転

 定員数 １９名

 
敷地

敷地全体 1763　㎡

 園庭 1076,08　㎡

 
園舎

構造 鉄筋コンクリート１階建

 延べ 　 90,73 ㎡

 設備 部屋数 備考

 保育室 　３室

 遊戯室 １室

 調理室 　１室

 職員室 1 室



 

（４）職員体制（令和８年　4 月　１日　現在）  

 

（５）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

 

（６）嘱託医  

 

（７）嘱託歯科医  

※年 2 回（春、秋）嘱託医、嘱託歯科医による健康診断を実施。  

 

 

 

 職種 員数 常勤 非常勤 備考

 施設長 １人 　１人 　人

 保育士 3 人 　2 人 1 人

 調理員 　１人 　1 人 　人

 時間外保育補助 　1 人 　人 1 人

 利用者の決定 市が行う利用調整による

 

退園理由

・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（退所を含む。）  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続に重大な支障又は困難が生じたとき

 利用に当たっての留意事項 ・１歳児から就学前までの集団生活が可能な児童であること

 医療機関の名称 長嶋医院

 医院長名 長嶋　吉郎

 所在地 飯能市坂石町分２３７－２

 電話番号 ０４２－９７８－１２３４

 医療機関の名称 ひまわり歯科医院

 医院長名 大園　隆文

 所在地 飯能市虎秀５４２

 電話番号 ０４２－９７７－３４３３



 

（８）緊急時における対応方法  

【管轄する消防署】  

【管轄する警察署】  

 

（９）非常災害対策  

 

（１０）相談・要望・苦情窓口  

 

（１１）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

 

 保護者の緊急連絡先に連絡し、児童の主治医、嘱託医等に相談、受診の措置を講じる。

リスク児は、入所の際に保護者と十分な情報交換をし緊急チャートを備え対応する。

 消防署名 埼玉西部消防局飯能日高消防署吾野分署

 所在地 飯能市坂石２８３－１

 電話番号 ０４２－９７８－０２２０

 警察署名 埼玉県警飯能警察署吾野駐在所　　埼玉県警飯能警察署東吾野駐在所

 所在地 飯能市吾野１８７－３　　　　　飯能市虎秀１８－５

 電話番号 042-978-0110　　　　　　　　　042-978-1228

 防火管理者 長嶋　倫子

 消防計画届出年月日 令和 5 年 6 月 26 日   　  

 避難訓練 年間 12 回以上 (毎月実施 )　年 2 回消防署立会い訓練

 防災設備 消火器、誘導灯（機器点検済）、自動火災報知機設備

 避難場所 吾野保育所園庭、奥武蔵小学校体育館

 緊急時の連絡手段 ICT コドモン、災害伝言ダイヤル、災害用ブロードバンド伝言板

 相談・苦情受付担当者 主任保育士 井上　知子

 相談・苦情解決責任者 所長 長嶋　倫子

 
第三者委員 主任児童委員

朝日　則安

 鈴木　弘子

 保険の種類 損害保険ジャパン

 保険の内容 全国市長会学校災害賠償保障保険



 

（１２）個人情報の取り扱い  

 

（１３）虐待の防止のための措置  

児童福祉法第 21 条の 10 の 5 により、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる

児童及びその保護者を把握した場合の市町村への情報提供について、同法第 25 条において要

保護児童を発見した場合の通告義務の遵守に努めます。  

また、児童の人権及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行う

とともに、職員に対する研修の実施等、必要な措置を講じます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童福祉法第 18 条の 22 により、保育所に勤務する職員は、その重要性を十分認識し、

個人情報の守秘義務の遵守に努めます。



保育所における意見・苦情受付について  

 

吾野保育所では、保護者の皆様からの意見・苦情を受け付けるにあたり、

苦情受付担当者、苦情受付責任者及び第三者委員を以下のとおり配置し、

適切に意見・苦情に対応し、より良い保育所運営に生かしてまいります。  

   

 

 

 

 

                      

 

 

 

 
苦情受付担当者 （主任保育士）井上 知子

 
苦情解決責任者 （所長）長嶋 倫子

 

第三者委員

朝日 則安   鈴木 弘子  

連絡先：973-2111 内線 153 

（こども支援部 保育課）

 

意見・苦情の受付
直接、苦情受付担当者、苦情解決責任者ま

たは第三者委員に申し出てください。

苦情申出者

苦情受付担当者（主任保育士等）

苦情解決責任者（保育所長等）

苦情

報告

第三者委員（要請があった場合のみ）

苦情

報告

話し合い

立会い

助言

助言

対応フロー


